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総務省地域力創造グループ地域政策課長 
 

「旧統一教会」問題・相談集中強化期間における相談対応への 

適切な対応について（依頼） 

 
いわゆる「旧統一教会」について社会的に指摘されている問題に関し、悪質商

法などの不法行為の相談、被害者の救済を目的として、関係省庁間で情報を共有

するとともに、被害者への救済機関等へのあっせんなど関係省庁による連携し

た対応を検討するため、先般、「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議が設けられ

たところです。 

本年８月 18 日に開催された上記連絡会議において、９月５日から同月 30 日

までの間、合同電話相談窓口を開設して、「旧統一教会」問題に関する相談に集

中的に対応するとともに、関係省庁に係る全国の既存の各相談窓口においても、

相互に連携して、集中的に対応することとされました。 

今般、別添１～６のとおり、関係府省庁等から相談対応について適切な対応

を依頼する通知が発出されております。 

つきましては、貴団体におかれましても、庁内の関係部局間で連絡を密にし

ていただき、貴団体における相談対応について、これら通知への適切なご対応

をお願いいたします。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項に

基づく技術的な助言であることを申し添えます。 

＜連絡先＞ 

総務省地域力創造グループ地域政策課 橘、渡部、武田 

電話：03-5253-5523（直通） 

Mail chisei@soumu.go.jp 
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